
【令和６年 交通安全運動の実施計画】 

年 間 ス ロ ー ガ ン ストップ・ザ・交通事故  ～めざせ 安全で安心な北海道～ 

 
運   動   名 春の全国交通安全運動 夏の交通安全運動 秋の全国交通安全運動 冬の交通安全運動 

実 施 期 間 
４月６日（土） 

～４月１５日（月） 

７月１３日（土） 

～７月２２日（月） 

９月２１日（土） 

～９月３０日（月） 

１１月１３日（水） 

～１１月２２日（金） 

セ ー フ テ ィ コ ー ル ４月 ５日（金） ７月１２日（金） ９月２０日（金） １１月１３日（水）踏切啓発含む 

街 頭 指 導 の 日 ４月 ９日（火） ７月１６日（火） ９月２４日（火） １１月１５日（金） 

赤色灯啓発(パトライト作戦) ４月１５日（月） ７月２２日（月）  ９月３０日（月） １１月２２日（金） 

 

地 区 別 運 動 

一 已 地 区 深 川 地 区 音 江・多度志 地 区  

納内地区は毎期、独自運動を計画・展開 

運 

動 

重 

点 

通年重点 
○こどもと高齢者の安全確保   ○飲酒運転の根絶   ○スピードダウン   ○シートベルトの全席着用   ○居眠り運転の防止 

○自転車等の安全利用      ○安全意識の向上 

期別運動の 

視点・重点 

○ 新入学（新学期）を迎えるこど

もや活動期に入る自転車利用

者の事故防止を図るための活

動等を推進する。 

○ 観光・夏型レジャー等に伴う事

故防止、バイクによる事故防止

及び飲酒運転根絶を図るための

活動等を推進する。 

○ 夕暮れ時と夜間の高齢歩行者・

自転車の事故防止等を図るため

の活動等を推進する。 

○ 凍結路面でのスリップ事故防止 

等を図るための活動等を推進す

る。 

そ の 他 の 運 動 
・秋の輸送繁忙期（１０月中旬）に深川市の実情に応じた独自の運動を展開する。  

・こどもへの指導の日 実施団体の分担で実施（この他必要に応じ運動時期を設定する） 

交 通 安 全 実 践 日 
・市民交通安全の日（毎月１日）・道民交通安全の日（毎月１５日）・交通事故死ゼロを目指す日（４月１０日、９月３０日） 

・無事故の日（６月２５日）・飲酒運転根絶の日（７月１３日）・バイクの日（８月１９日） 

特 別 対 策 ・交通死亡事故などの発生状況を踏まえ、地域の実態に応じた緊急対策を実施する。 

 

 

 

活 動 計 画 

 

１．期別運動期間中の早朝啓発（主要交差点）・赤色灯街頭啓発 

２．毎月１日・１５日の早朝啓発（主要交差点） 

３．新入学児童登校日一斉街頭啓発（市内小学校周辺） 

４．交通事故死ゼロを目指す日の街頭啓発 

５．自転車利用者の街頭指導（市街地） 

６．無事故・飲酒運転根絶・バイクの日の啓発 

７．輸送繁忙期等啓発等（赤色灯啓発を含む）  

８．R１２赤色灯啓発・R２７５赤色灯啓発 

９．学童交通安全指導員による交通指導 

１０．幼稚園・学校・シルバークラブ等における交通安全教室の開催 

１１．町内会・シルバークラブ・学校等の組織団体を通じての対策 

１２．深川市明るく住みよいまちづくり市民総ぐるみ運動への参加 

１３．広報車の巡回・チラシの発行等広報活動 

１４．踏切事故防止対策・交通事故被害者救済対策 

 ※ そのほかその時期に即した対策を随時協議のうえ推進していく。 


